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独立行政法人会計システム運用支援業務 契約職　独立行政法人土木研究所 平成26年04月01日 （株）ＮＴＴデータ・アイ 9,309,600 8,985,600 96.5%

独立行政法人土木研究所及び任意 理事長　魚本健人 東京都新宿区揚場町１－１８

茨城県つくば市南原１番地６

平成２６年度会計監査 契約職　独立行政法人土木研究所 平成26年12月17日 あらた監査法人 6,100,920 6,100,920 100.0%

理事長　魚本健人

茨城県つくば市南原１番地６

非接触舗装路物性計測 移動計測システム機能追加業務 契約職　独立行政法人土木研究所 平成27年01月15日 （有）地圏探査技術研究所 3,058,560 3,058,560 100.0%

理事長　魚本健人

茨城県つくば市南原１番地６

　土木研究所は、独立行政法人通則法第３９条の規定により財
務諸表等の監査を会計監査人によって受けなければならない。
　あらた監査法人は、独立行政法人通則法第４０条の規定によ
り国土交通大臣が選任した会計監査人である。
　よって、独立行政法人土木研究所会計規程第５２条第４項第
１号の規定に基づき、上記法人と随意契約を行うものである。

独立行政法人土木研究所（つくば市）、寒地土木研究所（札幌市）及び任意 東京都中央区銀座八丁目21番1号

　本業務は、土木研究所が試作したアレイマイクロフォンを用
いて非接触で舗装路伝播表面波を計測する装置に対して、路面
の不陸許容範囲拡大、データ取得ソフトウエアの対応チャンネ
ルの拡張等の機能を追加するものである。
　本業務が対象とする、非接触舗装路物性計測移動計測システ
ムは、平成25年度に上記業者との契約によって製作されたもの
であるが、現在同システムならびに同システムを用いた舗装路
物性現場計測方法については、上記業者と共同で特許出願する
とともに上記業者への実施特約付与の手続きを行なっていると
ころである。本業務においては、同システムの機能追加を行な
うことから、同システムの機能に関わる情報を開示することが
不可欠であるが、知的財産保護のため上記業者以外に同システ
ムの機能に関わる情報を開示することは不可能である。このた
め、上記業者は本業務を遂行できる唯一の法人である。
　よって、独立行政法人土木研究所会計規程第５２条第４項第
一号の規定により上記法人と随意契約するものである。
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備考

　本業務は、独立行政法人会計システムを運用するにあたっ
て、独立行政法人土木研究所で保有するサーバに既にインス
トールされた「独立行政法人会計システム等（会計基本システ
ム、資産等管理システムを含む）」（以下、「会計ソフトウェ
ア」という）、及び会計システム用サーバの保守、管理に関す
る運用支援を行うものとする。
　上記業者は、会計ソフトウェアを開発するとともに会計ソフ
トウェアの著作権を有している。また、業務内容にかかる会計
ソフトウェアの情報は公表されておらず、本業務を遂行するた
めに必要な情報を有している唯一の業者である。
　よって、独立行政法人土木研究所会計規程第５２条第４項第
１号の規定により、上記業者と随意契約するものである。
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